
富山県建設みらい人材活躍支援事業費補助金  
実  施  要  領  

 

 
富山県では、建設業における技術者不足や業務負担の解消を図るため、建設企

業や事業者団体が行う、技術職と事務職の間をつなぐ多様な人材の育成・活用や

建設業を支える人材を確保するための取組みに対し、各支援事業を実施します。 

 

 
① ＩＴ人材育成支援事業 

  補助金を申請する年度における富山県建設工事競争入札参加資格を有し、 

その主たる営業所を県内に有する建設企業。 

 

② 技術者キャリアアップ支援事業 

  一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人並びにこれ

らからなる協議会等のいずれかに該当する団体であって、主に建設企業等（建

設業法第３条の許可を受けている者、若しくは当該許可を受けないで建設業

を営む者）によって構成される事業者団体。（以下「事業者団体」という。） 

ただし、土木・建築施工管理技士の資格取得に係る取組みを行う事業者団

体は、厚生労働省の人材確保等支援助成金を受給して事業を実施するものに

限る。 

 

③ 人材活躍事例発表会開催事業 

④ 大学生・高校生向け現場見学会開催事業 

事業者団体のうち、厚生労働省の人材確保等支援助成金を受給して事業を

実施するもの。 

 

 
① ＩＴ人材育成支援事業 

  建設企業が行う、ＩＴスキルを活用して技術者業務を支援する人材の育成

に要する経費を補助 

【対象】建設ディレクター育成講座受講料 

ドローン、３Ｄ ＣＡＤ活用のための講座・講習受講料 

 ※「技術者業務を支援する人材」に該当する者 

 (ⅰ) 建設ディレクターの資格を有する者 

 (ⅱ) 建設ディレクター育成講座を受講中の者又は本補助事業において 

建設ディレクター育成講座を受講する者 

 

 

２ 補助対象者 

１ 目的 

３ 補助対象経費 



② 技術者キャリアアップ支援事業 

事業者団体が行う、建設企業在職者の技術力向上のための取組みに要する

経費（建設業法で定める国家資格のうち、土木・建築・造園施工管理技士の

資格取得に係るもの） 

 

③ 人材活躍事例発表会開催事業 

  事業者団体が行う、多様な人材（建設ディレクター等）の活用を進める先

進企業による事例発表会の開催経費 

 

④ 大学生・高校生向け現場見学会開催事業 

  事業者団体が行う、建設系学科の大学生・高校生を対象とした、建設業に

おける多様な人材（建設ディレクター等）の活躍について紹介する現場見学

会、座談会等の開催経費 

 

 

補助対象事業 補助上限額 補助率 

１ ＩＴ人材育成支援事業 ３０万円 補助対象経費のうち建設 

企業負担額の２分の１ 

以内 

２ 技術者キャリアアップ支援事業 土木・建築 

１００万円 

補助対象経費のうち事業 

者団体負担額の２分の１ 

（総事業費の６分の１） 

以内 

造園 

２０万円 

３ 人材活躍事例発表会開催事業 １０万円 

４ 大学生・高校生向け現場見学会開催事業 ３０万円 

 

  
(1) 申請期間 令和７年４月 14 日（月）から令和８年１月 31 日（土） 

募集開始後、所定の書類が提出された先着順で審査を行い、結果を個別に通

知します。 

・補助金交付申請書 

・事業計画書（様式第１号） 

・収支予算書（様式第２号） 

・経費の算出根拠がわかる書類(見積書等)の写し、事業内容のわかる書類等 

・建設企業のみ：ドローン又は３Ｄ ＣＡＤ活用のための講座・講習を受講 

する者が「技術者業務を支援する人材」であることを示す資料 

・事業者団体のみ：定款、現在事項証明書（発行後３カ月以内のもの）、決算 

書（直近２ヵ年） 

※交付申請書類等の様式は富山県ホームページに掲載しています。 

(2) 申請方法 電子申請 

４ 補助率・補助金額 

５ 申請方法等 



 
対象事業が終了してから 30 日以内又は令和８年２月末日のいずれか早い日ま

でに提出してください。（厳守） 

・補助金実績報告書 

・実績報告書（様式第３号） 

・収支精算書（様式第４号） 

・支出を証する書類の写し等：請求書、領収書、振り込みを証明する書類等 

・事業の実施状況が確認できる資料：写真、講座の修了証の写し等 

 

 

(1) ＩＴ人材育成支援事業において、本事業内で建設ディレクター育成講座を受講 

しない者がドローン、３Ｄ ＣＡＤ活用のための講座・講習を受講する場合、 

その者が建設ディレクターの資格を有すること又は建設ディレクター育成講 

座を受講中であることが確認できる書類を提出してください。 

(2) 補助金の交付決定日以降に実施し、令和８年２月末日までの期間に支出される

経費が対象となります。交付決定前に申込み、契約、支払い等を行った場合、

原則として補助金の交付は受けられません。 

(3) 補助は当該年度の予算の範囲内において実施します。また、予算には限りが 

あるため、原則として補助金交付申請書の受付順に補助金の交付事務を進め 

ます。 

(4) 取組内容について、成果や事例として広く紹介することがあります。 

  また、その後の状況等についてヒアリング等を行うことがあります。 

(5) 交付要綱等を必ず確認いただき申請をお願いします。 
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   富山市新総曲輪１番７号 

   富山県 土木部 建設技術企画課 建設業係 
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    メール akensetsu01@pref.toyama.lg.jp 

８ 注意事項 

７ 補助対象事業終了の報告 

９ 問い合わせ及び提出先 

mailto:akensetsu01@pref.toyama.lg.jp

